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一　

国
境
の
先
に
あ
る
困
難

―
二
つ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

台
湾
南
部
の
古
都
・
台
南
は
、
佐
藤
春
夫
が
一
九
二
〇
年
夏
に
訪

問
し
、「
女
誡
扇
綺
譚
」
の
構
想
を
得
た
町
で
あ
る
。
こ
の
台
南
に

あ
る
國
立
臺
灣
文
學
館
で
、
今
年
（
二
〇
一
六
年
）
の
六
月
五
日
と

六
日
の
二
日
間
、「
台
日
〈
文
學
與
歌
謠
〉
國
際
學
術
研
討
會
（
日

台〈
文
学
と
歌
謡
〉国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）」（
國
立
臺
灣
文
學
館
主
催
、

公
益
財
団
法
人
佐
藤
春
夫
記
念
会
・
日
本
歌
謡
学
会
共
催
、
南
臺
科

技
大
學
應
用
日
語
系
運
営
）
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
二
〇
年

ほ
ど
の
間
、「
台
湾
も
の
」
を
中
心
と
す
る
再
評
価
が
日
台
で
進
ん

で
き
た
一
つ
の
結
実
と
し
て
、
画
期
的
な
意
義
が
あ
っ
た
。

一
日
目
の
研
究
報
告
で
は
、邱
若
山
（
靜
宜
大
學
）、河
野
龍
也
（
実

践
女
子
大
学
）、
橋
本
恭
子
（
一
橋
大
学
）、
鄧
相
揚
（
國
立
曁
南
國

際
大
學
）、
許
俊
雅
（
國
立
臺
灣
師
範
大
學
）
が
佐
藤
春
夫
に
つ
い

て
論
じ
、
二
日
目
は
、
新
宮
市
立
佐
藤
春
夫
記
念
館
長
辻
本
雄
一
に

よ
る
講
演
と
、
討
論
会
「
佐
藤
春
夫
與
台
灣
」（
辻
本
雄
一
・
下
村

作
次
郎
〈
天
理
大
学
〉・
河
野
龍
也
・
橋
本
恭
子
・
鄧
相
揚
・
許
俊
雅
）

が
行
わ
れ
た
。「
佐
藤
春
夫
」
の
名
を
冠
す
る
学
術
会
議
と
し
て
は

最
大
規
模
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
作
家
が
本
当
の
意
味
で
日
台
の
研

究
交
流
上
の
重
要
課
題
に
な
っ
た
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
も
の
だ
っ

た
。ま

た
、
同
じ
六
月
に
は
、
二
四
日
か
ら
二
六
日
ま
で
、
対
岸
福
建

省
の
厦
門
大
学
で
、「〝
东
亚
内
部
的
自
他
认
识
〟
学
术
研
讨
会
（「
東

ア
ジ
ア
内
部
の
自
他
認
識
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）」（
厦
门
大
学
外
文
学

院
日
语
系
主
催
、
日
本
国
際
交
流
基
金
北
京
日
本
文
化
中
心
後
援
）

が
開
催
さ
れ
た
。
厦
門
は
春
夫
が
台
湾
滞
在
中
に
足
を
延
ば
し
、『
南

佐
藤
春
夫
の
台
湾
滞
在
に
関
す
る
新
事
実
（
二
）

― 
土
地
資
料
を
活
用
し
た
台
南
関
連
遺
跡
の
調
査 

―

河　

野　

龍　

也
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方
紀
行
』
を
成
し
た
土
地
で
あ
る
。
同
書
に
は
、〈
來
年
に
な
る
と

厦
門
の
有
名
な
寺
院
南
普
陀
の
附
近
の
廣
大
な
地
面
へ
…
大
學
を
も

建
設
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
〉
と
、
生
ま
れ
る
前
の
厦
門
大
学
の
こ

と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
南
洋
華
僑
の
陳
嘉
庚
が
建
て
た
こ
の
大
学

も
、
今
年
で
創
立
九
五
周
年
に
達
し
た
。

一
日
目
は
、
佐
藤
春
夫
を
台
湾
に
招
い
た
東
熈
市
の
令
孫
・
東
哲

一
郎
（
歌
手
）
に
よ
る
講
演
、
二
日
目
に
は
、
恩
田
重
直
（
法
政
大

学
）、
河
野
龍
也
、
秦
剛
（
北
京
日
本
学
研
究
中
心
）、
張
文
宏
（
河

南
师
范
大
学
）、
曲
莉
（
北
京
外
国
语
大
学
）
が
春
夫
に
関
す
る
報

告
を
行
っ
た
。
他
に
王
敏
（
法
政
大
学
）、陳
小
法
（
浙
江
工
商
大
学
）

に
よ
る
言
及
を
含
め
る
と
、
タ
イ
ト
ル
に
こ
そ
冠
せ
ら
れ
な
か
っ
た

が
、
会
議
の
主
題
が
佐
藤
春
夫
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
に
言
え
る
。

渡
航
一
〇
〇
年
（
二
〇
二
〇
年
）
を
前
に
、
春
夫
ゆ
か
り
の
土
地
で

二
つ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
相
次
い
で
開
催
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
感
慨

深
い
も
の
が
あ
っ
た
。

だ
が
、
二
つ
の
会
議
を
終
え
て
、
今
年
三
月
に
台
湾
に
来
て
以
来

感
じ
始
め
た
一
抹
の
不
安
を
よ
り
強
め
た
こ
と
も
正
直
に
述
べ
て
お

き
た
い
。
筆
者
は
二
〇
〇
六
年
に
最
初
の
「
女
誡
扇
綺
譚
」
論
を
発

表
し
（『
日
本
近
代
文
学
』
二
〇
〇
六
・
一
一
）、
現
在
ま
で
様
々
な

機
会
に
春
夫
の
「
台
湾
も
の
」
及
び
福
建
紀
行
に
関
す
る
文
章
を
日

本
語
で
発
表
し
て
き
た
。
そ
の
大
部
分
は『
實
踐
國
文
學
』及
び『
実

践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
年
報
』に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
が
果
た
し
て
ど
の
程
度
、
現
地
の
研
究
状
況
に
寄
与
で

き
た
か
。
筆
者
の
も
の
は
と
も
か
く
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
論
文
を

一
切
参
照
し
な
い
中
国
語
の
発
表
な
ど
を
聞
く
と
、
実
際
心
も
と
な

さ
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
文
学
研
究
の
論
文
で
も
、
日
本

語
で
書
か
れ
て
い
る
限
り
、
外
国
で
の
影
響
力
は
た
か
が
知
れ
て
い

る
。
ま
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
公
開
さ
れ
て
い
な
い
論
文
に
至
っ
て
は
、

ど
ん
な
に
立
派
な
成
果
で
あ
っ
て
も
、
一
顧
だ
に
さ
れ
な
い
の
が
当

た
り
前
と
い
う
世
界
が
あ
る
。
台
湾
に
来
て
紙
媒
体
の
日
本
の
論
文

が
い
か
に
入
手
困
難
か
を
知
っ
た
い
ま
、「
手
に
入
ら
な
い
の
だ
か

ら
、
評
価
の
し
よ
う
が
な
い
」
と
い
う
理
屈
は
、
納
得
で
き
な
い
ま

で
も
、
笑
い
去
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
権
威
あ
る
学
会
誌
に

厳
し
い
審
査
を
通
過
し
て
論
文
掲
載
に
至
り
な
が
ら
、
本
国
で
は
そ

の
業
績
が
ま
る
で
評
価
さ
れ
ず
、
研
究
職
へ
の
就
職
も
覚
束
な
い
と

嘆
い
て
い
た
優
れ
た
留
学
生
の
話
が
、
今
さ
ら
な
が
ら
深
く
肯
か
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
は
、
日
本
語
に
極
め
て
堪
能
な
留
学
生
・
元
留
学

生
と
共
に
、
日
本
語
を
共
通
言
語
と
し
て
行
う
国
際
学
会
か
ら
は
、

恐
ら
く
ほ
と
ん
ど
見
え
て
こ
な
い
光
景
だ
ろ
う
。
日
本
文
学
研
究
を

担
っ
て
い
る
の
は
、
日
本
語
だ
け
で
は
な
い
。
日
本
留
学
組
で
な
い

人
々
と
交
流
を
持
っ
た
台
南
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
特
に
考
え
さ
せ
ら

れ
た
の
は
、こ
の
こ
と
で
あ
る
。
研
究
テ
ー
マ
を
共
有
し
て
い
て
も
、

成
果
を
共
有
で
き
て
い
な
い
問
題
は
、
気
づ
か
ぬ
と
こ
ろ
で
思
っ
た
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以
上
に
深
刻
な
の
で
は
な
い
か
。

む
ろ
ん
、
個
々
の
研
究
者
が
常
に
多
言
語
を
駆
使
で
き
る
は
ず
も

な
い
以
上
、
筆
者
を
含
む
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
研
究
者
は
、
当
面
、

日
本
語
で
成
果
を
積
み
重
ね
て
行
く
ほ
か
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
を

当
然
と
思
う
か
、や
む
を
得
な
い
と
思
う
か
の
差
は
大
き
い
は
ず
だ
。

現
実
問
題
と
し
て
も
、
研
究
上
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
は
常
に
海
外

か
ら
脅
か
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
、
外
国
語
の
優
れ
た
成
果
を
、
日
本

語
に
よ
る
日
本
文
学
研
究
が
基
本
的
に
無
視
し
て
い
る
問
題
も
見
過

ご
せ
な
い
。
し
か
し
、
言
葉
の
壁
を
超
え
る
の
は
容
易
で
は
な
く
、

そ
も
そ
も
ど
の
言
語
で
あ
れ
ば
有
効
な
情
報
発
信
と
言
え
る
の
か
は

一
概
に
は
言
え
な
い
問
題
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
少
な
く
と
も
研
究

成
果
の
オ
ン
ラ
イ
ン
公
開
は
、
情
報
共
有
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の
研

究
を
守
る
た
め
に
も
必
須
条
件
に
な
っ
て
い
る
。

筆
者
が
台
湾
・
福
建
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
研
究
に
関
わ
っ
て
い

る
た
め
、
と
り
わ
け
現
地
の
研
究
と
の
競
合
の
回
避
や
接
続
の
必
要

性
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
特
殊
事
情
は
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、

「
東
ア
ジ
ア
」
を
対
象
と
す
る
日
本
近
代
文
学
研
究
が
盛
ん
に
な
り

つ
つ
あ
る
現
在
、
少
な
く
と
も
こ
の
分
野
で
の
研
究
成
果
は
、
地
元

媒
体
を
通
じ
て
対
象
地
域
の
言
語
で
情
報
発
信
す
る
こ
と
も
本
気
で

考
え
る
べ
き
時
代
が
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

二　

日
本
語
資
料
の
活
用

台
湾
に
関
し
て
は
も
う
一
つ
、
言
語
に
つ
い
て
別
の
問
題
も
生
じ

始
め
て
い
る
。
最
近
の
電
子
化
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に
よ
り
、
日
本

統
治
時
代
の
日
本
語
資
料
は
年
々
利
用
し
や
す
く
な
っ
て
き
た
。
だ

が
、
台
湾
に
お
け
る
台
湾
研
究
は
、
こ
の
一
〇
数
年
、
必
ず
し
も
日

本
語
を
不
可
欠
の
教
養
と
し
て
進
展
し
て
き
た
学
問
分
野
で
は
な

い
。
そ
の
た
め
、
せ
っ
か
く
の
資
料
を
、
台
湾
人
研
究
者
が
活
用
し

に
く
い
状
況
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
台
湾
で
日
本
語
教
育

を
受
け
た
世
代
も
現
役
を
引
退
し
て
久
し
い
現
在
、
研
究
上
の
日
台

協
力
が
新
た
に
機
能
し
う
る
余
地
が
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
る
。

今
回
、
佐
藤
春
夫
の
「
台
湾
も
の
」
註
釈
研
究
の
一
環
と
し
て
、

か
つ
て
台
南
市
内
に
存
在
し
、「
女
誡
扇
綺
譚
」
に
も
舞
台
と
し
て

取
り
入
れ
ら
れ
た
酒
楼
「
酔
仙
閣
」
の
現
住
所
の
特
定
を
試
み
た
の

は
、
そ
の
一
例
に
な
り
得
る
か
も
知
れ
な
い
。
必
要
が
あ
っ
て
、
附

近
の
商
店
の
詳
細
な
変
遷
表
も
作
成
し
た
。
最
初
に
現
住
所
と
、
日

本
統
治
時
代
の
旧
住
所
と
を
正
確
に
対
応
さ
せ
る
作
業
を
行
い
、
次

に
新
聞
記
事
・
商
工
録
・
紳
士
録
・
土
地
資
料
か
ら
抽
出
し
た
情
報

を
、
そ
の
一
軒
一
軒
の
区
画
に
割
り
当
て
て
行
く
の
で
あ
る
。
地
道

に
作
業
を
続
け
る
と
、
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
一
九
三
〇
年
代
ま
で
の

期
間
中
、
現
「
宮
後
街
」（
旧
外
宮
後
街
）
の
そ
の
場
所
で
、
い
つ
、
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誰
が
、
ど
ん
な
業
種
の
、
何
と
い
う
店
を
経
営
し
て
い
た
の
か
、
網

羅
的
か
つ
具
体
的
に
把
握
で
き
る
一
覧
表
が
で
き
あ
が
っ
た
。
商
業

区
と
し
て
賑
わ
っ
た
と
い
う
「
宮
後
街
」
界
隈
の
歴
史
が
、
活
き
活

き
と
蘇
っ
た
の
で
あ
る
。

台
南
の
場
合
、
日
本
統
治
時
代
だ
け
で
も
二
度
の
大
規
模
な
町
名

変
更
が
あ
り
、
通
時
的
に
は
三
種
類
の
住
所
表
示
が
存
在
す
る
。
こ

れ
に
戦
後
の
町
名
変
更
を
加
え
る
と
、
そ
の
変
遷
は
さ
ら
に
複
雑
に

な
る
。
土
地
建
物
の
記
憶
を
過
去
へ
と
辿
る
た
め
に
は
、
日
本
語
文

献
を
含
め
て
か
な
り
多
数
の
資
料
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
か
、
現
存
す
る
近
代
古
建
築
の
履
歴
の
認
知
は
地
元
で
も

意
外
な
ほ
ど
進
ん
で
お
ら
ず
、
由
緒
あ
る
建
物
が
素
性
不
明
の
ま
ま

に
朽
ち
て
行
く
こ
と
も
少
な
く
な
い
の
だ
ろ
う
。

今
回
の
調
査
で
は
、
春
夫
研
究
に
と
っ
て
極
め
て
興
味
深
い
収
穫

が
あ
っ
た
。
各
種
名
簿
類
に
登
場
す
る
「
酔
仙
閣
」
の
住
所
は
「
台

南
市
永
楽
町
三
丁
目
一
二
番
地
」、
今
の
「
臺
南
市
中
西
區
宮
後
街

二
〇
號
」
で
、
残
念
な
が
ら
現
在
は
酒
楼
と
無
関
係
の
新
し
い
建
物

が
建
っ
て
い
る
。
だ
が
、
記
録
に
よ
る
と
「
酔
仙
閣
」
は
隣
家
を
取

り
込
む
形
で
規
模
拡
大
を
図
っ
て
お
り
、
今
回
判
明
し
た
そ
の
拡
張

部
分
に
は
、
現
在
も
な
お
、
一
棟
の
近
代
古
建
築
が
た
た
ず
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
前
後
に
改
造
さ
れ
た
形
跡
は
あ
る
も
の

の
、
建
物
の
原
型
に
「
酔
仙
閣
」
時
代
の
も
の
が
活
か
さ
れ
て
い
れ

ば
、
現
存
す
る
「
女
誡
扇
綺
譚
」
の
関
連
建
物
と
し
て
認
定
で
き
る

可
能
性
が
あ
る
。

今
回
の
調
査
は
、
台
南
に
お
け
る
他
の
歴
史
遺
産
の
認
知
と
保
存

に
も
応
用
可
能
な
方
法
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
一
つ
の
モ
デ

ル
ケ
ー
ス
と
し
て
、
調
査
の
方
法
と
そ
の
結
果
を
こ
こ
に
記
録
し
、

後
日
の
参
考
に
供
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

三　

一
九
二
〇
年
の
「
酔
仙
閣
」

幽
霊
屋
敷
の
女
の
呼
び
声
を
め
ぐ
っ
て
、「
女
誡
扇
綺
譚
」
の
主

人
公
「
私
」
と
「
世
外
民
」
が
白
熱
し
た
議
論
を
交
わ
す
馴
染
み
の

酒
楼
「
酔
仙
閣
」。
そ
の
実
在
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
す
で
に
三
本

の
報
告
書
の
中
で
考
証
し
た（

１
）。

「
酔
仙
閣
」
は
、
日
本
統
治
時
代
初
期
、
台
南
竹
仔
街
で
茶
館

「
酔
仙
楼
」
を
創
業
し
た
大
陸
福
州
出
身
の
料
理
人
・
唐
大
漢
が
、

一
九
一
三
年
夏
、
外
宮
後
街
に
あ
っ
た
酒
楼
「
坐
花
楼
」
の
跡
に
開

店
し
た
支
店
を
起
源
と
す
る
。
唐
大
漢
は
そ
の
前
後
、
や
は
り
外
宮

後
街
に
あ
っ
た
同
業
「
水
仙
楼
」
を
強
引
に
買
収
し
た
た
め
、
元

「
水
仙
楼
」
楼
主
・
唐
學
如
が
こ
れ
に
対
抗
し
、
同
年
一
二
月
同
街

に
「
西
薈
芳
」
を
創
業
。
熾
烈
な
角
逐
を
生
じ
て
話
題
に
な
っ
た
。

一
九
一
八
年
冬
に
唐
大
漢
が
死
去
す
る
と
、
本
店
は
転
売
が
繰
り
返

さ
れ
て
衰
退
し
て
い
く
が
、
外
宮
後
街
の
「
酔
仙
楼
」
支
店
は
「
酔

仙
閣
」
の
名
で
独
自
の
発
展
を
続
け
て
い
く
。
一
九
二
一
年
、
高
氏
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の
経
営
下
に
入
っ
た「
酔
仙
閣
」は
、や
が
て
明
治
町（
一
九
三
〇
年
）

へ
、
次
い
で
西
門
町
（
一
九
三
二
年
）
へ
と
移
転
し
な
が
ら
、
台
南

第
一
の
「
本
島
人
料
理
店
」
へ
と
成
長
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

「
酔
仙
楼
」
支
店
と
「
西
薈
芳
」
と
が
覇
を
競
っ
た
外
宮
後
街
は
、

台
南
大
西
門
の
外
側
正
面
に
位
置
す
る
。
五
條
港
お
よ
び
安
平
街
道

へ
と
連
な
る
台
南
の
海
の
玄
関
口
で
、
対
岸
へ
の
門
戸
と
言
え
る
第

一
流
の
商
業
区
で
あ
り
、
か
つ
て
は
城
壁
（
そ
の
跡
地
が
西
門
町
の

大
通
り
と
な
る
）を
隔
て
て
城
内
の
内
宮
後
街
と
対
に
な
っ
て
い
た
。

水
神
を
奉
祀
し
て
船
人
の
信
仰
を
集
め
た
水
仙
宮
の
裏
側
に
当
た
る

こ
と
が
街
名
の
由
来
で
あ
る
が
、
一
九
一
九
年
四
月
一
日
、
新
町
名

施
行
で
一
部
は
西
門
町
三
丁
目
、
一
部
は
永
楽
町
三
丁
目
に
編
入
さ

れ
た
。

唐
氏
「
酔
仙
楼
」
支
店
時
代
の
地
番
を
示
す
確
実
な
資
料
は
出
現

し
て
い
な
い
。
だ
が
、
高
氏
「
酔
仙
閣
」
時
代
の
年
賀
広
告（

２
）か

ら
分

か
る
住
所
は
〈
臺
南
市
永
樂
町
參
丁
目
拾
貳
番
地
〉。
電
話
番
号
の

〈
三
七
二
番
〉（

３
）が

「
酔
仙
楼
」
支
店
に
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
同
一

店
舗
と
推
定
で
き
る
。
高
得
が
「
酔
仙
閣
」
を
入
手
し
た
の
は
商
工

名
簿
の
公
称
で
一
九
二
一
年
で
あ
る（

４
）。

た
だ
し
、「
酔
仙
閣
」
の
店
舗
名
は
高
氏
の
「
創
業
」
以
前
か
ら

す
で
に
存
在
し
た
ら
し
い
。
文
献
上
、「
酔
仙
楼
」
支
店
で
は
な
く
、

「
酔
仙
閣
」
の
名
が
現
れ
る
最
古
の
文
献
と
し
て
こ
れ
ま
で
に
確
認

で
き
た
の
は
、
一
九
二
〇
年
一
一
月
二
八
日
『
臺
灣
日
日
新
報
』
四

面
の
台
湾
軽
便
鉄
道
の
宴
会
予
告
記
事
で
あ
っ
た
。『
臺
灣
日
日
新

報
』
に
は
現
在
、「
大
鐸
」
版
と
「
漢
珍
ゆ
ま
に
」
版
の
二
つ
の
有

料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
あ
る
が
、「
醉
仙
閣
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
こ
の

記
事
が
ヒ
ッ
ト
す
る
の
は
「
大
鐸
」
版
の
み
で
あ
る
。
筆
者
は
「
漢

珍
ゆ
ま
に
」
版
を
使
っ
た
網
羅
的
な
調
査
時
に
偶
然
こ
の
記
事
を
発

見
し
、
後
で
「
大
鐸
」
版
で
検
索
可
能
な
こ
と
を
知
っ
た
。
原
紙
も

別
々
な
も
の
を
採
用
し
て
お
り
、
異
版
か
ら
新
た
な
報
道
記
事
が
見

つ
か
っ
た
り
、
よ
り
鮮
明
な
画
像
が
得
ら
れ
た
り
す
る
場
合
も
あ
っ

て
、
併
用
が
必
要
で
あ
る
。

最
近
新
た
に
次
の
記
事
の
存
在
に
気
づ
き
、「
酔
仙
閣
」
名
義
の

最
古
の
記
録
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
九
一
九
年
九
月
一
七

日
の
『
臺
灣
日
日
新
報
』
六
面
の
記
事
で
あ
る
。〈
▲
爲
妓
鬪
命　

陳
福
者
臺
南
市
看
西
街
陳
蕚
棣
之
侄
也
。
與
外
宮
後
街
醉
仙
閣
酌
婦

名
玉
燕
者
。交
最
深
。盟
山
誓
海
。必
欲
爲
之
脱
籍
…（
赤
崁
短
訊
）〉。

こ
こ
に
よ
う
や
く
、
春
夫
訪
問
時
の
台
南
に
「
酔
仙
閣
」
と
い
う
名

の
酒
楼
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
確
実
な
外
部
資
料
が
出
現
し
た
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
は
二
つ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
ど
ち
ら
を
使
っ
て
も

「
醉
仙
閣
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
は
ヒ
ッ
ト
し
な
い
。

な
お
、
一
九
二
〇
年
当
時
の
「
酔
仙
閣
」（
旧
「
酔
仙
楼
」
支
店
）

は
、
前
述
の
と
お
り
唐
氏
か
ら
高
氏
の
手
に
移
る
過
渡
期
で
経
営
の

実
態
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
一
九
二
二
年
版
『
日
本
紳
士
録
』
に

〈
蕭
福
金　

割
烹
業
、永
樂
町
三
ノ
一
二
（
營
業
税
）
三
八
八
（
電
話
）
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一
四
一
（
店
）〉
の
記
載
が
あ
っ
た（
５
）。
こ
の
時
期
の
経
営
者
は
す
で

に
高
金
溪
に
移
っ
て
お
り
、
紳
士
録
に
は
更
新
前
の
情
報
が
残
っ
た

の
だ
ろ
う
。
隣
に〈
蕭
宗
琳　

割
烹
業
、錦
町
三
ノ
一
三
六（
營
業
税
）

三
七
四
（
電
話
）
四
六
五
〉
の
記
載
が
あ
る
の
が
目
を
惹
く
。
蕭
宗

琳
は
「
本
島
人
料
理
店
」
の
名
店
「
宝
美
楼
」
の
創
業
者
と
し
て
知

ら
れ
る
人
物
で
あ
り
、
蕭
福
金
と
の
関
係
は
不
明
だ
が
、
同
じ
一
族

の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、「
酔
仙
閣
」
の
原
型
「
酔
仙
楼
」
支
店
の
建
物
と
所
在
地

に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
事
が
あ
る
の
を
前
回
の
報

告
書
で
も
紹
介
し
て
お
い
た
。

◎
旗
亭
鬪
勝　

臺
南
市
外
宮
後
街
西
薈
芳
旗
亭
。
經
已
開
張
矣
。

其
陪
席
藝
妓
。
與
開
仙
宮
街
寶
美
樓
。
及
本
島
人
貸
座
敷
聯
絡
。

減
收
買
笑
資
金
。
以
故
五
陵
年
少
。
趨
之
若
鶩
。
而
同
街
醉
仙

樓
支
店
。
亦
思
出
奇
制
勝
。
修
整
其
門
面
。
擴
張
其
席
次
。
租

出
隔
鄰
太
興
隆
樓
上
兩
進
。
鑿
壁
安
門
。
聯
爲
一
氣
。
大
加
修

飾
。
宴
會
可
容
二
十
餘
席
。
其
門
面
亦
將
改
張
西
洋
式
。
雇
二

老
口
街
湯
川
鹿
造
爲
之
包
建
。
工
資
豫
按
二
百
數
十
圓
現
正
著

手
。
將
來
必
有
壯
麗
可
觀
。
二
比
競
爭
。
不
知
何
所
底
止
也
。

（『
臺
灣
日
日
新
報
』
一
九
一
三
・
一
二
・
三
〇
、四
面
）

こ
の
記
事
に
よ
る
と
、「
酔
仙
楼
」
支
店
は
ラ
イ
バ
ル
の
「
西
薈
芳
」

に
対
抗
す
る
た
め
、
隣
家
の
商
店
の
一
部
を
借
り
、
中
で
つ
な
げ
て

規
模
を
拡
張
し
た
と
い
う
。
台
湾
の
伝
統
的
な
商
店
建
築
は
一
般
に

短
冊
型
の
土
地
に
建
て
ら
れ
、
狭
い
間
口
に
比
し
て
奥
行
が
か
な
り

深
く
、
見
か
け
か
ら
は
想
像
が
つ
か
な
い
ほ
ど
中
が
広
い
。
現
在
の

宮
後
街
に
残
る
古
建
築
の
内
部
を
観
察
す
る
と
（【
図
１
】）、
街
路

に
面
し
て
二
階
建
の
店
舗
が
一
棟
あ
り
、
坪
庭
を
挟
ん
で
奥
に
ま
た

別
な
二
階
建
の
一
棟
、
こ
れ
ら
を
「
二
進
」
と
称
す
る
。「
太
興
隆
」

の
前
棟
と
後
棟
の
両
方
の
二
階
部
分
を
借
り
た
と
い
う
意
味
に
な

る
。

【図１】吹抜の坪庭を挟み、短冊形の敷地に2層楼が2棟並ぶ。
2016年、喫茶「和寂」（宮後街2號）前棟2階より。
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「
酔
仙
閣
」
の
住
所
「
永
楽
町
三
丁
目
一
二
番
地
」
は
、現
在
の
「
宮

後
街
」
の
ど
の
区
画
に
当
た
る
の
だ
ろ
う
か
。
記
事
中
の
「
太
興
隆
」

は
「
酔
仙
楼
」
支
店
の
左
右
ど
ち
ら
に
あ
り
、
地
番
上
の
関
係
は
ど

う
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
に
つ
い
て
、
明
確
な

解
答
を
得
る
ま
で
の
調
査
の
方
法
と
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
次
に
述

べ
て
み
た
い
。

四　
「
外
宮
後
街
」
の
紙
上
復
原

こ
の
調
査
は
単
純
そ
う
に
見
え
て
実
は
い
く
つ
か
の
厄
介
な
問
題

を
含
ん
で
い
る
。
ま
ず
、「
太
興
隆
」
と
い
う
店
舗
名
が
、
前
記
の

記
事
以
外
の
記
録
に
は
全
く
確
認
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

仮
に
「
永
楽
町
三
丁
目
一
二
番
地
」
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
隣
家
の
屋

号
が
判
明
す
れ
ば
、
消
去
法
で
そ
の
反
対
側
を
「
太
興
隆
」
と
推
定

す
る
方
法
が
残
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、こ
れ
も
易
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
名
簿
類
の
検
索
で
は
、

「
漢
珍
」
版
「
臺
灣
人
物
誌
」
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
振
り
出
し
に
、
そ

れ
以
外
へ
と
調
査
を
広
げ
て
行
く
の
だ
が
、
商
店
所
在
地
の
地
番
ま

で
正
確
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
こ

と
で
、
そ
れ
以
前
の
名
簿
に
は
「
外
宮
後
街
」
と
い
う
街
名
し
か
表

示
さ
れ
な
い
場
合
が
一
般
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、『
臺
灣
日

日
新
報
』
の
記
事
に
は
商
店
・
個
人
の
住
所
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て

い
る
場
合
が
あ
り
、
こ
れ
を
活
用
す
れ
ば
不
足
を
補
う
こ
と
が
で
き

る
。「
外
宮
後
街
」も
し
く
は「
永
楽
町
三
丁
目
」に
存
在
す
る
店
名
・

人
名
を
名
簿
類
か
ら
拾
い
出
し
、
新
聞
検
索
で
関
連
記
事
を
見
つ
け

て
、商
店
の
住
所
を
確
定
す
る
と
い
う
合
わ
せ
技
で
あ
る
。「
酔
仙
閣
」

の
隣
に
な
り
得
な
い
店
を
候
補
か
ら
一
つ
ず
つ
外
す
わ
け
だ
が
、
こ

れ
は
結
局
、
周
辺
の
商
店
一
覧
表
を
作
成
す
る
の
と
同
じ
作
業
に
な

る
。も

う
一
つ
の
大
き
な
障
害
は
、
日
本
統
治
時
代
前
半
の
二
五
年
足

ら
ず
の
う
ち
に
、
台
南
で
は
少
な
く
と
も
二
度
の
住
所
変
更
が
あ
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
戸
番
制
の
「
台
南
市
外
宮
後
街
×
×
番
戸
」（
Ａ
）

か
ら
、
地
番
制
の
「
台
南
市
庚
×
×
番
地
」（
Ｂ
）
へ
、
さ
ら
に

一
九
一
九
年
四
月
一
日
以
降
は
新
地
番
制
の
「
台
南
市
永
楽
町
三
丁

目
×
×
番
地
」（
Ｃ
）
へ
と
い
う
地
名
の
変
化
で
、
最
初
に
ク
リ
ア

す
べ
き
は
こ
こ
に
脈
絡
を
つ
け
る
作
業
で
あ
ろ
う
。

Ｂ
と
Ｃ
の
対
応
は
『
臺
南
市
改
正
町
名
地
番
便
覽
』（

６
）に

よ
っ
て
容

易
に
確
定
で
き
る
。
例
え
ば
、「
永
楽
町
三
丁
目
一
二
番
地
」
は
旧

「
庚
一
二
七
五
番
地
」
に
該
当
す
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
だ
が
、

時
期
的
に
最
も
古
い
Ａ
に
関
し
て
は
極
端
に
情
報
が
少
な
く
、
新
聞

記
事
や
契
約
書
か
ら
分
か
る
こ
の
地
区
の
戸
番
は
、
一
番
戸
（
呉
磐

石
）・
一
三
番
戸
（
第
三
十
四
銀
行
台
南
支
店
）・
一
八
番
戸
（
陳
細

宜
）・
二
〇
番
戸
（
泰
興
隆
）・
二
三
番
戸
（
呉
道
源
）
の
み
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
、
複
数
の
記
録
の
一
致
に
よ
っ
て
、
後
年
の
住
所
と
対



― 31 ―

応
関
係
が
確
定
す
る
の
は
、「
外
宮
後
街
一
三
番
戸（
第
三
十
四
銀
行
）

＝
庚
一
二
六
七
（
富
永
商
会
）
＝
永
楽
町
三
丁
目
四
番
地
」
と
、「
外

宮
後
街
二
三
番
戸
（
呉
道
源
）
＝
庚
一
二
七
八
（
呉
道
源
）
＝
永
楽

町
三
丁
目
一
四
番
地
」
の
二
件
で
あ
る
。
幸
い
、「
外
宮
後
街
」
は

建
物
敷
地
が
一
列
に
規
則
正
し
く
並
ん
で
お
り
、
記
録
の
欠
け
た
部

分
を
類
推
す
る
の
に
困
難
は
な
か
っ
た
。
一
三
番
戸
は
旧
大
西
門
側

の
路
口
か
ら
北
側
一
三
番
目
の
家
屋
、
二
三
番
戸
は
北
側
二
三
番
目

の
家
屋
と
い
う
単
純
な
数
え
方
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
、
時
期
の
異
な
る
住
所
Ａ
＝
Ｂ
＝
Ｃ
を
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き

た
。次

に
、
日
本
統
治
時
代
の
住
所
Ｃ
と
現
代
の
住
所
と
の
対
応
関
係

は
、
台
湾
の
行
政
機
関
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
て
い
る
次
の
二
種
の
検

索
サ
イ
ト
を
活
用
す
る
こ
と
で
確
定
で
き
る
。

（
ア
） 

臺
南
市
臺
南
地
政
事
務
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/ 

首
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〉
線
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地
籍
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網
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便
民
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首
頁
〉
進
入
系
統

戦
後
初
期
の
台
湾
で
は
、
若
干
の
名
称
変
更
は
あ
り
な
が
ら
、
日

本
統
治
時
代
の
地
籍
図
が
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
た
。「
永
楽
町
三
丁

目
一
二
番
地
」
の
場
合
、「
永
樂
段
三
小
段
一
二
號
」
と
読
み
替
え

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
変
更
さ
れ
た
現
在
の
地
番
は
「
臺
南
市

中
西
區
五
條
港
段
二
三
七
號
」
ほ
か
（
今
は
分
筆
さ
れ
細
分
化
さ
れ

て
い
る
）。
こ
の
対
応
関
係
を
検
索
で
き
る
の
が
、（
ア
）
の
サ
イ
ト

で
あ
る
。

し
か
し
、
現
在
の
台
湾
に
お
け
る
住
所
表
示
は
、
道
路
名
に
基
づ

く
戸
番
制
の
「
門
牌
」
が
一
般
的
に
採
用
さ
れ
て
お
り
、
日
本
統
治

時
代
よ
う
に
地
番
と
住
所
が
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え

ば
、「
臺
南
市
中
西
區
五
條
港
段
二
三
七
號
」
の
土
地
に
あ
る
建
物

に
与
え
ら
れ
た
「
門
牌
」（
住
所
）
は
、「
臺
南
市
中
西
區
宮
後
街

二
〇
號
」
で
あ
る
。
現
在
の
地
番
と
「
門
牌
」
と
の
こ
の
対
応
関
係

を
電
子
地
籍
図
で
正
確
に
把
握
で
き
る
の
が
、（
イ
）
の
サ
イ
ト
で

あ
る
。

現
在
の
「
宮
後
街
」
を
構
成
し
て
い
る
の
は
、
旧
「
外
宮
後
街
」

の
北
側
の
部
分
で
、
門
牌
一
號
か
ら
二
〇
號
ま
で
の
二
〇
軒
か
ら

な
る
。
そ
の
一
軒
一
軒
の
区
画
に
つ
い
て
住
所
の
変
遷
を
確
定
し

た
。そ
こ
へ
各
時
代
の
名
簿
類
か
ら
抽
出
し
た
情
報
を
乗
せ
て
行
き
、

一
九
〇
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
ま
で
の
商
店
お
よ
び
経
営
者
の
動
態

を
把
握
で
き
る
よ
う
に
作
成
し
た
の
が
、【
附
表
】
に
掲
げ
た
「
臺

南
市
中
西
區
宮
後
街
（
北
側
）
日
治
時
期
商
店
變
遷
表
―
外
宮
後
街
・

永
樂
町
三
丁
目
―
」
で
あ
る
。

「
外
宮
後
街
」
当
時
は
も
ち
ろ
ん
南
北
両
側
の
町
並
み
で
あ
っ
た

が
、
本
町
通
り
西
側
の
延
長
に
よ
っ
て
南
側
商
店
は
新
道
路
側
（
現
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在
の
民
權
路
三
段
）
に
正
面
口
を
付
け
替
え
た
た
め
、
台
南
の
西
口

玄
関
と
し
て
殷
賑
を
極
め
た
こ
の
通
り
は
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
、

南
側
が
軒
並
み
勝
手
口
に
な
り
、
商
業
地
と
し
て
の
機
能
を
半
減
さ

せ
て
い
っ
た
。
再
開
発
の
影
響
が
著
し
か
っ
た
南
側
の
変
遷
を
辿
る

の
も
興
味
深
い
が
、
今
回
の
趣
旨
に
直
接
関
わ
ら
な
い
た
め
こ
こ
で

は
割
愛
し
て
お
く
。

五　

旧
「
酔
仙
閣
」
所
在
地
の
特
定
と
そ
の
現
況

表
の
作
成
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
記
し
て
お
き
た

い
。ま

ず
、
住
所
の
変
遷
に
つ
い
て
興
味
深
い
の
は
、
一
九
〇
〇
年
代

に
お
け
る
「
外
宮
後
街
」
の
「
戸
番
」
と
、
現
代
の
「
宮
後
街
」
に

お
け
る
「
門
牌
」
と
が
、
結
果
と
し
て
一
番
ず
つ
ズ
レ
て
い
る
点
で

あ
る
。
こ
れ
は
台
南
城
の
城
壁
を
取
り
除
き
、
そ
の
跡
地
に
西
門
町

（
現
在
の
西
門
路
）
が
誕
生
し
た
こ
と
に
原
因
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
城
壁
が
存
在
し
た
当
時
、
大
西
門
に
最
も
近
い
家
屋
は
「
外

宮
後
街
一
番
戸
」
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、城
壁
破
壊
後
、こ
の
「
一

番
戸
」
は
か
つ
て
の
城
壁
側
に
あ
た
る
東
側
面
が
露
出
し
た
こ
と
で

再
開
発
さ
れ
、
西
門
町
大
通
り
の
側
を
新
た
な
正
面
と
す
る
複
数
の

地
所
に
分
割
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、「
外
宮
後
街
」
は
一

軒
分
の
間
口
を
減
じ
た
た
め
、
戦
後
に
な
っ
て
「
宮
後
街
」
の
旧
名

を
回
復
し
た
際
に
も
、「
門
牌
」
は
か
つ
て
の
「
二
番
戸
」
を
起
点

と
し
て
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ズ
レ
が
生
じ
た
ゆ
え
ん
で
あ

る
。ま

た
、
道
路
を
基
準
に
し
た
街
名
表
示
で
は
な
く
、
土
地
区
域
名

と
し
て
の
町
名
表
示
を
採
用
し
た
一
九
一
九
年
の
住
所
変
更
で
は
、

「
西
門
町
三
丁
目
」
が
旧
「
外
宮
後
街
」
に
大
き
く
入
り
込
み
、「
永

楽
町
三
丁
目
」
と
の
境
界
が
通
り
の
中
ほ
ど
に
設
定
さ
れ
て
い
る
点

に
も
注
意
が
必
要
に
な
る
（【
図
２
】）。
文
献
上
、「
酔
仙
閣
」
の
所

在
地
と
し
て
具
体
的
な
地
所
ま
で
分
か
る
の
は
「
永
楽
町
三
丁
目

一
二
番
地
」
が
最
初
で
、
そ
れ
以
前
の
記
録
で
は
「
外
宮
後
街
」
に

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
し
か
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、『『
臺
南
市
改
正

町
名
地
番
便
覽
』』
に
よ
っ
て
「
永
楽
町
三
丁
目
一
二
番
地
」
は
必

然
的
に
旧
「
庚
一
二
七
五
番
地
」
で
あ
り
、
一
九
〇
八
年
頃
の
こ
の

住
所
に
は
、
新
聞
資
料
か
ら
貿
易
商
の
「
松
美
」
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。
実
際
の
地
所
は
一
軒
分
の
商
店
の
間
口
し
か
な
い

た
め
、
こ
の
「
松
美
」
号
は
「
酔
仙
楼
」
支
店
（「
酔
仙
閣
」
前
身
）

の
開
業
以
前
に
存
在
し
た
商
店
と
見
て
よ
い
。

さ
て
、
問
題
は
「
酔
仙
楼
」
支
店
＝
「
酔
仙
閣
」
の
隣
に
「
太
興

隆
」
な
る
商
店
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
左
隣
で
あ
れ
ば
住

所
は
「
永
楽
町
三
丁
目
一
三
番
地
」。
一
九
二
七
年
の
資
料
で
、
こ

こ
に
は
施
福
疇
を
主
人
と
す
る
海
産
・
石
油
問
屋
の
「
捷
豊
」
号
が

存
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。詳
細
な
住
所
表
示
は
な
い
も
の
の
、
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【図２a】宮後街周辺の日治時期地籍図（臺南地政事務所）
1920 年代の原図を戦後まで利用。町界線が旧外宮後街の中央を通過。また南側が本町通りの延長（現
民權路三段）で分断されている。安平に通じる五條港の一つ、南河港の残跡が橋の記号から分かる。

【図２b】1920 年頃の酔仙閣周辺（復原図）
海産問屋と帆布商、金物雑貨商が多い典型的な港町の商店街。歯科材料専門店の今中愛生堂が目立つ。
水仙宮の敷地は現在の 5倍以上。大半が永樂市場と國華街三段の道路用地になった。
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一
九
一
九
年
の
資
料
に
も
同
じ
屋
号
と
店
主
の
名
が
見
出
せ
る
。
だ

が
、
現
段
階
で
「
捷
豊
」
の
歴
史
を
こ
れ
以
上
遡
る
資
料
は
手
に
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。「
酔
仙
楼
」
支
店
が
隣
家
を
借
り
て
規

模
を
拡
大
し
た
一
九
一
三
年
当
時
、
こ
こ
が
す
で
に
「
捷
豊
」
だ
っ

た
か
別
の
店
だ
っ
た
か
を
知
る
手
が
か
り
は
、
今
の
と
こ
ろ
得
ら
れ

て
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
、右
隣
の
「
永
楽
町
三
丁
目
一
一
番
地
」
を
調
べ
る
と
、

こ
の
場
所
に
は
意
外
な
履
歴
が
存
在
し
て
い
た
。
一
九
〇
七
年
の
新

聞
資
料
に
、〈
外
宮
口マ

マ

街
二
十
番
戸
西
洋
雜
貨
商
泰
興
隆
〉
と
い
う

記
載
が
あ
る
。
対
応
関
係
に
確
証
が
あ
る
「
二
三
番
戸
」
＝
「
永
楽

町
三
丁
目
一
四
番
地
」（
存
養
堂
）
か
ら
判
断
す
れ
ば
、「
二
〇
番

戸
」
は
の
ち
の
「
永
楽
町
三
丁
目
一
一
番
地
」
で
、
ま
さ
に
「
酔
仙

楼
」
支
店
＝
「
酔
仙
閣
」
の
右
隣
に
相
当
す
る
。
こ
の
「
泰
興
隆
」

と
い
う
雑
貨
商
は
、
時
期
の
異
な
る
複
数
の
新
聞
記
事
に
登
場
し
、

一
九
一
八
年
一
〇
月
に
経
営
破
綻
す
る
ま
で
比
較
的
長
く
営
業
し
て

い
た
こ
と
も
分
か
っ
た
。「
酔
仙
楼
」
支
店
が
営
業
拡
大
を
図
る
た

め
、
一
九
一
三
年
に
二
階
を
借
り
た
と
い
う
隣
の
店
は
、「
太
興
隆
」

な
ら
ぬ
「
泰
興
隆
」
だ
っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
両
者
は

発
音
が
一
致
す
る
た
め
、
記
事
に
す
る
際
漢
字
を
誤
る
こ
と
も
十
分

起
こ
り
得
る
。
そ
う
考
え
る
と
、「
太
興
隆
」
の
記
録
が
一
切
見
つ

か
ら
な
い
こ
と
に
も
説
明
が
つ
く
の
で
あ
る
。

「
酔
仙
楼
」
支
店
＝
「
酔
仙
閣
」
は
、「
外
宮
後
街
二
一
番
戸
＝

庚
一
二
七
五
番
地
＝
永
楽
町
三
丁
目
一
二
番
地
＝
（
現
）
宮
後
街

二
〇
號
」
の
場
所
に
開
業
し
、
隣
家
の
「
外
宮
後
街
二
〇
番
戸
＝
庚

一
二
七
四
番
地
＝
永
楽
町
三
丁
目
一
一
番
地
＝
（
現
）
宮
後
街
一
九

號
」
の
建
物
を
取
り
込
ん
で
拡
大
し
た
。
二
つ
の
建
物
を
つ
な
げ
る

工
事
ま
で
行
っ
た
こ
と
か
ら
、「
泰
興
隆
」
の
破
綻
後
は
建
物
の
一

階
部
分
ま
で
「
酔
仙
閣
」
が
占
め
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
推
測
に

は
さ
ら
な
る
傍
証
が
あ
る
。

「
酔
仙
閣
」
は
一
九
三
〇
年
五
月
、場
所
を
「
明
治
町
一
六
六
番
地
」

に
移
し
て
新
規
開
店
す
る
（
こ
の
建
物
は
現
在
、
旧
「
広
陞
楼
」
跡

と
し
て
「
成
功
路
二
八
五
巷
三
號
」
に
保
存
さ
れ
て
い
る
）。
だ
が
、

開
店
か
ら
わ
ず
か
二
年
後
の
一
九
三
二
年
七
月
、「
酔
仙
閣
」
は
再

び
「
西
門
町
四
丁
目
七
九
番
地
」
に
移
転
す
る
（
外
装
で
覆
わ
れ
た

が
、
こ
れ
も
現
「
中
正
路
一
七
一
號
」
に
残
る
）。
永
楽
町
か
ら
明

治
町
へ
の
転
出
は
一
時
的
措
置
の
よ
う
に
も
見
え
る
の
だ
が
、
こ
の

慌
た
だ
し
い
移
転
劇
の
理
由
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
、
次
の
記
事
か

ら
読
み
取
れ
る
（「
西
薈
芳
や
醉
仙
閣
等
／
一
流
料
理
店
に
嚴
命
／

來
春
三
月
迄
に
移
轉
又
は
新
築
せ
よ
と
／
臺
南
警
察
署
の
大
英
斷
」

『
臺
灣
日
日
新
報
』
一
九
二
九
・
九
・
二
、七
面
）。

（
臺
南
警
察
署
は
十
日
朝
）
本
島
人
料
理
店
と
し
て
一
流
と
稱

せ
ら
れ
て
ゐ
る
臺
南
市
永
樂
町
三
丁
目
の
西
薈
芳
及
醉
仙
閣
に

對
し
來
る
昭
和
五
年
三
月
末
ま
で
に
移
轉
又
は
新
築
を
な
す
べ
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し
ま
た
一
箇
月
以
内
に
現
在
の
家
屋
に
し
て
危
險
の
箇
所
及
非

衞
生
的
の
便
所
等
に
つ
き
相
當
の
修
理
を
加
ふ
べ
し
然
ら
ざ
れ

ば
營
業
許
可
を
取
消
と
の
痛
烈
な
命
令
を
發
し
た
。

恐
ら
く
は
こ
の
命
令
に
よ
り
、「
酔
仙
閣
」
は
永
楽
町
店
舗
か
ら

の
退
去
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。こ
こ
に
興
味
深
い
の
は
、

そ
の
後「
永
楽
町
三
丁
目
一
一
番
地
」に
嚴
錫
昌
と
い
う
医
師
が〈
内

科
耳
鼻
科
医
院
〉
の
「
存
養
堂
」
を
開
設
し
て
お
り
、
そ
の
開
業
年

月
が
一
九
三
〇
年
三
月

―
つ
ま
り
「
酔
仙
閣
」
の
移
転
期
限
と
正

確
に
一
致
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
存
養
堂
」は
古
く
か
ら
屋
号
を
保
っ

て
い
る
薬
種
問
屋
で
、
そ
の
所
在
地
は
水
仙
宮
廟
の
敷
地
の
一
部
と

共
に
間
も
な
く
道
路
用
地
（
現
國
華
街
三
段
）
と
な
っ
た
。
嚴
は
そ

れ
を
見
越
し
て
「
酔
仙
閣
」
拡
張
部
分
の
跡
地
を
借
り
た
も
の
だ
ろ

う
か
。
土
地
登
記
簿
（
臺
南
市
臺
南
地
政
事
務
所
保
管
）
に
よ
れ
ば
、

一
九
三
二
年
七
月
、
嚴
錫
昌
は
「
存
養
堂
」
の
従
来
の
所
在
地
「
永

楽
町
三
丁
目
一
四
・
一
五
番
地
」
に
住
所
を
持
ち
な
が
ら
、「
永
楽
町

三
丁
目
一
一
番
地
」
の
土
地
を
陳
蕚
棣
か
ら
購
入
し
て
い
る
。

今
回
の
調
査
で
は
、
新
た
な
疑
問
が
見
え
て
き
た
部
分
も
あ
る
。

一
九
一
三
年
の
記
事
で
は
、「
酔
仙
楼
」
支
店
は
元
「
坐
花
楼
」
に

開
業
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
一
九
〇
八
年
ま
で

は
こ
の
場
所
に
薬
種
貿
易
商
「
松
美
」
が
存
在
し
て
い
た
。「
松
美
」

の
閉
店
後
に「
坐
花
楼
」が
入
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。し
か
し
、「
坐
花
楼
」

は
一
九
〇
五
年
に
は
「
外
宮
後
街
」
の
酒
楼
と
し
て
新
聞
記
事
に
そ

の
名
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。「
外
宮
後
街
」
の
中
で
移
転
し
た
の
で

な
け
れ
ば
、
辻
褄
が
合
わ
な
い
。

ま
た
、
ラ
イ
バ
ル
の
酒
楼
「
西
薈
芳
」
と
の
位
置
関
係
に
も
疑
問

が
残
る
。「
西
薈
芳
」
の
所
在
地
は
「
永
楽
町
三
丁
目
八
番
地
」。
こ

の
店
は
「
酔
仙
楼
」
支
店
の
〈
對
面
〉
に
三
層
楼
を
建
築
し
て
対
抗

し
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
場
所
は
「
酔
仙
楼
」
支
店

と
同
じ
く
通
り
の
北
側
に
存
在
し
、
二
つ
の
店
の
間
に
は
別
の
商
店

が
古
く
か
ら
営
業
し
て
い
た
た
め
、〈
對
面
〉
と
い
う
表
現
は
成
り

立
た
な
い
。「
酔
仙
楼
」
支
店
、「
坐
花
楼
」、「
水
仙
楼
」、「
西
薈
芳
」

と
い
う
「
外
宮
後
街
」
を
飾
っ
た
四
つ
の
料
亭
の
位
置
関
係
に
は
、

解
明
す
べ
き
謎
が
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、「
永
楽
町
三
丁
目
一
一
番
地
」
の
登
記
上
の
面
積
は
〈
貳

厘
參
毛
貳
絲
〉（
約
六
八
・
七
坪
）。
こ
こ
に
地
上
建
設
と
し
て
建
坪

一
八
・
二
坪
と
三
七
・
八
坪
の
〈
煉
瓦
造
瓦
葺
貳
階
家
〉
二
棟
の
記
録

が
あ
る
。
ま
た
、「
永
楽
町
三
丁
目
一
二
番
地
」
の
登
記
上
の
面
積

は
〈
貳
厘
貳
毛
四
絲
〉（
約
六
五
・
七
坪
）。
建
物
の
記
載
が
な
ぜ
か

脱
落
し
て
い
る
が
、家
屋
台
帳
に
は
床
面
積
一
四
二
・
一
六
坪
の
〈
煉

瓦
造
〉
が
登
記
さ
れ
て
い
る
。
敷
地
面
積
と
の
関
係
か
ら
、
こ
れ
は

三
階
建
の
設
備
を
示
す
数
値
と
思
わ
れ
る
。
両
者
を
単
純
に
合
計
す

る
と
、
土
地
が
一
三
四
・
四
坪
に
、
総
床
面
積
が
二
五
四
・
一
六
坪
と

な
る
。「
酔
仙
閣
」
は
や
は
り
、
相
当
大
規
模
な
酒
楼
だ
っ
た
と
言
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え
る
。

二
〇
一
六
年
現
在
、
旧
「
永
楽
町
三
丁
目
一
二
番
地
」
の
「
宮
後

街
二
〇
號
」
に
は
新
し
い
建
物
が
建
て
ら
れ
て
い
て
、
昔
日
の
面
影

は
な
い
。
だ
が
、「
酔
仙
楼
」
支
店
の
拡
張
部
分
に
当
た
る
旧
「
永

楽
町
三
丁
目
一
一
番
地
」、
現
在
の
「
宮
後
街
一
九
號
」
に
は
、
か

な
り
古
び
た
二
階
建
の
近
代
建
築
が
残
さ
れ
て
い
る
（【
図
３
】）。

一
階
部
分
は
車
庫
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
腕
木
で
持
ち
上
げ

た
小
作
り
な
露
台
に
の
ぞ
む
二
階
部
分
は
、
ア
ー
チ
型
の
扉
の
左
右

に
方
形
窓
を
組
み
合
わ
せ
た
洋
館
風
で
、
象
牙
色
の
木
部
が
、
淡
い

空
色
の
外
壁
に
よ
く
調
和
し
て
い
る
。
そ
れ
が
が
っ
し
り
と
直
線
的

な
露
台
の
勾
欄
と
、
く
す
ん
だ
卵
色
の
女
兒
牆
に
縁
取
ら
れ
、
少
し

奥
ま
っ
た
印
象
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
兒
牆
の
中
央
に
控
え

目
に
作
ら
れ
た
半
円
形
の
山
牆
に
は
、
月
桂
樹
と
円
盤
の
レ
リ
ー
フ

が
は
め
込
ま
れ
て
い
て
、
無
残
に
剥
落
し
た
漆
喰
の
文
字
は
ほ
と
ん

ど
読
め
な
い
が
、「
嚴
」
の
形
に
取
れ
な
く
も
な
い
。

危
険
な
老
朽
家
屋
と
し
て
当
局
に
睨
ま
れ
た
こ
と
が
「
酔
仙
閣
」

の
移
転
の
原
因
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
で
医
院
が
開
業
す
る
と
き

に
何
ら
か
の
改
造
が
加
え
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

現
在
の
所
有
者
に
よ
れ
ば
、
内
装
は
近
年
す
で
に
一
新
さ
れ
て
い
る

と
言
う
。
永
楽
町
時
代
の
「
酔
仙
閣
」
に
関
す
る
資
料
は
、
高
氏
末

裔
の
許
に
店
の
内
部
で
撮
影
さ
れ
た
藝
妲
の
集
合
写
真
が
残
さ
れ
て

お
り
、華
や
か
な
時
代
の
雰
囲
気
を
伝
え
て
貴
重
で
あ
る（【
図
４
】）。

だ
が
、
外
装
の
実
態
は
分
か
っ
て
い
な
い
。
壁
面
の
瀟
洒
な
姿
や
狭

い
通
り
に
張
り
出
し
た
露
台
な
ど
は
旧
時
代
の
料
理
屋
に
よ
く
見
ら

れ
る
も
の
で
、
現
状
は
確
か
に
〈
西
洋
式
〉
と
言
え
る
が
、
ど
こ
ま

で
が
「
酔
仙
閣
」
時
代
の
外
観
を
保
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
現
存
の
様
式
は
一
九
三
〇
年
以
前
に
ま
で
遡
り
得
る
も

の
で
、
か
つ
て
の
「
酔
仙
閣
」
に
何
ら
か
の
形
で
関
わ
り
を
持
つ
建

築
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

ち
な
み
に
、
二
〇
一
六
年
の
「
宮
後
街
」
二
〇
軒
中
、
外
観
に
古

建
築
の
特
徴
を
は
っ
き
り
と
残
し
て
い
る
建
物
は
、
旧
「
金
同
成
」

【図４】醉仙閣藝妓慰安會撮影紀念（1927.10.2）
永楽町時代の「酔仙閣」内部。中央矢印が店主・高金溪。（呉坤霖氏提供）

【図３】現在の「宮後街 19號」に残る古建築。左奥の「宮
後街 20號」とともに「酔仙閣」があった場所。
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空
色
の
外
壁
に
よ
く
調
和
し
て
い
る
。
そ
れ
が
が
っ
し
り
と
直
線
的

な
露
台
の
勾
欄
と
、
く
す
ん
だ
卵
色
の
女
兒
牆
に
縁
取
ら
れ
、
少
し

奥
ま
っ
た
印
象
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
兒
牆
の
中
央
に
控
え

目
に
作
ら
れ
た
半
円
形
の
山
牆
に
は
、
月
桂
樹
と
円
盤
の
レ
リ
ー
フ

が
は
め
込
ま
れ
て
い
て
、
無
残
に
剥
落
し
た
漆
喰
の
文
字
は
ほ
と
ん

ど
読
め
な
い
が
、「
嚴
」
の
形
に
取
れ
な
く
も
な
い
。

危
険
な
老
朽
家
屋
と
し
て
当
局
に
睨
ま
れ
た
こ
と
が
「
酔
仙
閣
」

の
移
転
の
原
因
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
で
医
院
が
開
業
す
る
と
き

に
何
ら
か
の
改
造
が
加
え
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

現
在
の
所
有
者
に
よ
れ
ば
、
内
装
は
近
年
す
で
に
一
新
さ
れ
て
い
る

と
言
う
。
永
楽
町
時
代
の
「
酔
仙
閣
」
に
関
す
る
資
料
は
、
高
氏
末

裔
の
許
に
店
の
内
部
で
撮
影
さ
れ
た
藝
妲
の
集
合
写
真
が
残
さ
れ
て

お
り
、華
や
か
な
時
代
の
雰
囲
気
を
伝
え
て
貴
重
で
あ
る（【
図
４
】）。

だ
が
、
外
装
の
実
態
は
分
か
っ
て
い
な
い
。
壁
面
の
瀟
洒
な
姿
や
狭

い
通
り
に
張
り
出
し
た
露
台
な
ど
は
旧
時
代
の
料
理
屋
に
よ
く
見
ら

れ
る
も
の
で
、
現
状
は
確
か
に
〈
西
洋
式
〉
と
言
え
る
が
、
ど
こ
ま

で
が
「
酔
仙
閣
」
時
代
の
外
観
を
保
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
現
存
の
様
式
は
一
九
三
〇
年
以
前
に
ま
で
遡
り
得
る
も

の
で
、
か
つ
て
の
「
酔
仙
閣
」
に
何
ら
か
の
形
で
関
わ
り
を
持
つ
建

築
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

ち
な
み
に
、
二
〇
一
六
年
の
「
宮
後
街
」
二
〇
軒
中
、
外
観
に
古

建
築
の
特
徴
を
は
っ
き
り
と
残
し
て
い
る
建
物
は
、
旧
「
金
同
成
」

【図４】醉仙閣藝妓慰安會撮影紀念（1927.10.2）
永楽町時代の「酔仙閣」内部。中央矢印が店主・高金溪。（呉坤霖氏提供）

の
二
號
（
現
「
和
寂
」
喫
茶
店
）、
旧
「
福
泰
隆
」
の
三
號
、
旧
「
炳

記
」
の
一
〇
號
、旧
「
瑞
昌
隆
益
記
」
の
一
一
號
、旧
「
酔
仙
閣
」「
存

養
堂
」
の
一
九
號
の
五
軒
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
改
造
に
よ
っ
て
原

型
が
分
か
り
に
く
く
な
っ
た
古
建
築
も
若
干
は
存
在
す
る
だ
ろ
う
。

六　

異
説
「
幽
霊
屋
敷
」 

―
北
勢
街
の
「
沈
家
」
に
つ
い
て

も
う
一
つ
、
台
南
市
内
に
残
る
「
女
誡
扇
綺
譚
」
の
関
連
遺
跡
と

し
て
、
筆
者
は
一
九
三
九
年
の
新
垣
宏
一
の
調
査
に
基
づ
き
、
旧

「
入
船
町
二
丁
目
一
六
三
番
地
」、
現
在
の
「
民
族
路
三
段
一
七
六

巷
」
附
近
に
残
る
陳
家
船
廠
「
廠
仔
」
の
現
況
を
報
告
し
て
き
た（

７
）。

二
〇
一
二
年
八
月
当
時
、「
壁
鎖
」
を
持
つ
平
屋
一
棟
、
同
じ
く
「
壁

鎖
」
を
持
つ
二
層
楼
一
棟
、
家
廟
の
「
代
天
府
」
一
棟
の
合
計
三
棟

を
数
え
た
陳
家
の
遺
跡
だ
が
、
二
〇
一
六
年
六
月
現
在
、
二
層
楼
は

す
で
に
取
り
壊
さ
れ
、
わ
ず
か
に
二
棟
を
残
す
危
機
的
状
況
と
な
っ

て
い
る
。

最
近
、こ
の
新
垣
説
の
再
検
討
を
進
め
て
い
る
。陳
家
船
廠「
廠
仔
」

の
土
地
登
記
簿
に
よ
れ
ば
、
一
九
一
九
年
四
月
一
日
の
原
簿
改
製
当

時
、
陳
家
の
所
有
地
に
旧
簿
か
ら
移
転
登
録
さ
れ
た
〈
地
上
建
設
〉

は
一
五
棟
。
旧「
入
船
町
二
丁
目
一
六
〇
番
地
」が
二
棟
、同「
一
六
三

番
地
」
が
一
二
棟
、
同
「
一
六
八
番
地
」
が
一
棟
の
内
訳
で
あ
る
。

所
有
地
総
面
積
は
八
二
一
・
八
二
坪
、
ま
た
建
坪
は
二
五
五
・
五
八
坪

で
、〈
建
物
は
延
坪
百
五
十
坪
は
悠
に
あ
る
〉
と
い
う
記
述
に
ふ
さ

わ
し
い
城
郭
の
よ
う
な
規
模
が
確
認
で
き
る
。
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た
だ
し
、
疑
問
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
一
五
棟
の
建
物

の
う
ち
一
四
棟
ま
で
が〈
煉
瓦
造
瓦
葺
平
屋
〉で
、二
層
楼
は「
一
六
三

番
地
」
に
一
棟
、
一
八
・
六
坪
の
小
さ
な
も
の
が
登
録
さ
れ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
最
近
取
り
壊
さ
れ
た
二
層
楼
を
指
す
も
の

と
す
れ
ば
、
港
と
は
反
対
の
東
側
に
近
い
位
置
と
規
模
か
ら
見
て
、

陸
地
側
の
門
の
出
入
り
を
監
視
す
る
望
楼
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

他
は
平
屋
を
主
体
と
し
て
お
り
、〈
正
面
に
長
く
展
が
つ
た
軒
は
五

間
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
左
右
に
翼
を
な
し
て
切
妻
を
見
せ
て
ゐ
る
出

屋
の
屋
根
は
各
四
間
は
あ
ら
う
。
そ
れ
が
總
二
階
な
の
で
あ
る
〉
と

い
う
記
述
に
は
合
わ
な
い
。

そ
こ
で
、「
禿
頭
港
の
沈
家
」
に
当
て
は
ま
る
他
の
可
能
性
を
調

査
し
始
め
た
。
現
段
階
で「
廠
仔
」以
外
に
有
力
視
で
き
る
の
は
、「
北

勢
街
の
沈
家
」
の
存
在
で
あ
る
。

沈
鴻
傑
（
一
八
三
七
～
一
九
〇
六
）、
字
は
德
墨
。
泉
州
出
身
。

歴
史
家
連
橫
（
連
雅
堂
）
の
岳
父
に
当
た
り
、
そ
の
著
書
『
臺
灣
通

史
』（

８
）の

「
貨
殖
列
傳
」
に
よ
れ
ば
、
航
海
術
に
長
け
、
一
三
歳
以
来
、

父
に
従
い
貿
易
に
従
事
し
て
南
洋
か
ら
日
本
ま
で
幅
広
い
取
引
先
を

持
つ
有
力
な
商
人
に
成
長
し
た
。
台
湾
の
砂
糖
・
茶
を
天
津
・
上
海

に
融
通
し
て
富
を
得
、
一
八
六
六
年
台
南
に
移
住
。
イ
ギ
リ
ス
・
ド

イ
ツ
の
商
人
と
商
館
を
経
営
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
販
路
を
広
げ
、
台

南
に
紐
西
蘭
海
上
保
險
代
理
店
を
開
業
、
ま
た
台
湾
中
部
の
集
集
で

樟
脳
産
業
を
興
し
た
と
あ
る
。

『
臺
灣
糖
業
舊
慣
一
斑
』（

９
）

所
収
資
料
に
よ
れ
ば
、
一
九
〇
三
年
六

月
当
時
の
沈
德
墨
の
住
所
は
「
北
勢
街
一
八
番
戸
」。
こ
の
場
所
は

水
仙
宮
の
正
面
の
町
並
み
（
現
在
の
神
農
街
）
の
中
に
あ
り
、「
酔

仙
閣
」
に
も
か
な
り
近
い
。
同
書
に
は
、
一
八
八
九
年
、
ド
イ
ツ
資

本
の
阿
片
砂
糖
商「
瑞
興
洋
行
」（Lauts &

 H
aesloop

）の
買
弁（
受

託
人
）
で
あ
っ
た
沈
俊
（
德
墨
の
別
号
）
が
、
担
保
と
し
て
家
屋
を

同
行
に
提
供
し
た
契
約
書
一
式
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
建
物

の
詳
細
が
、〈
瓦
厝
兩
宗
、
前
後
相
通
、
前
壹
座
、
參
進
、
貳
埕
…

南
至
街
路
、
…
後
四
坎
三
落
、
…
北
至
佛
頭
港
止
〉、
同
書
の
別
の

部
分
に
は
〈
家
屋
乙
座
、
計
五
棟
〉
と
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
北
勢

街
か
ら
仏
頭
港
（
禿
頭
港
）
に
至
る
広
い
地
所
を
有
し
た
家
だ
っ
た

ら
し
い
。

「
瑞
興
洋
行
」
は
安
平
に
も
商
館
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
北
勢
街

の
家
屋
は
、
仏
頭
港
か
ら
入
港
し
た
船
の
貨
物
を
陸
揚
げ
し
た
り
、

逆
に
貨
物
を
船
に
搭
載
し
た
り
す
る
営
業
所
の
役
割
を
担
っ
て
い
た

は
ず
で
あ
る
。

林
文
月
著
の
連
橫
の
伝
記
『
青
山
青
史
―
連
雅
堂
傳
』）

（1
（

に
よ
れ
ば
、

妻
の
沈
璈
の
実
家
に
あ
た
る
こ
の
家
は
、
当
時
の
最
も
モ
ダ
ン
な
洋

館
で
、
ド
イ
ツ
「
瑞
興
洋
行
」
の
撤
退
後
、
沈
家
の
居
宅
と
な
っ
た
。

二
層
楼
五
進
、
家
の
後
部
の
一
階
は
船
具
の
倉
庫
に
な
っ
て
い
た
と

書
か
れ
て
い
る
。
当
然
、
後
部
す
な
わ
ち
仏
頭
港
側
に
は
貨
物
の
積

み
下
ろ
し
に
使
う
船
着
場
が
あ
っ
た
わ
け
だ
ろ
う
。
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日
本
統
治
時
代
に
入
り
、
台
南
市
内
と
安
平
を
結
ぶ
陸
路
が
整
備

さ
れ
て
台
車
が
通
じ
る
と
、
仏
頭
港
を
含
む
五
條
港
の
役
割
は
相
対

的
に
低
下
し
た
。
ま
た
、
嗣
子
沈
少
鶴
が
一
九
〇
〇
年
に
二
五
歳
で

夭
折
す
る
と）

（（
（

、
沈
家
は
衰
微
し
て
い
っ
た
。
一
九
二
〇
年
、
佐
藤
春

夫
が
五
條
港
地
帯
の
散
策
で
仏
頭
港
に
見
出
し
た
の
は
、
こ
の
家
が

廃
墟
と
な
っ
た
姿
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。〈
そ
の
家
は
あ
の
濠

の
あ
ち
ら
か
ら
見
た
時
に
は
、
た
だ
一
つ
の
高
樓
で
あ
つ
た
が
、
裏

へ
來
て
見
る
と
、
そ
の
樓
の
後
に
は
低
い
屋
根
が
二
三
重
も
つ
な
が

つ
て
ゐ
た
。
所
謂
五
落
の
家
と
い
ふ
の
は
こ
ん
な
の
で
あ
ら
う
〉
と

い
う
描
写
や
、〈
も
と
は
沈
と
い
ふ
臺
灣
南
部
で
は
第
一
の
富
豪
の

邸
〉
と
い
う
説
明
に
も
う
ま
く
合
致
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
新
垣
自
身
も
言
っ
て
い
た
よ
う
に
、
一
九
二
〇
年
当
時
の

仏
頭
港
は
、
小
説
の
中
に
あ
る
ほ
ど
さ
び
れ
て
い
た
の
か
疑
問
が
残

る
。
同
年
六
月
一
一
日
『
臺
灣
日
日
新
報
』
六
面
掲
載
の
「
臺
南
市

民
店
稠
密
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
地
域
は
す
で
に
一
軒
の
空
家
も
な
い

状
況
だ
っ
た
と
い
う
。
旧
北
勢
街
、
現
在
の
神
農
街
は
、
二
層
楼
の

小
さ
な
商
店
が
ひ
し
め
く
繁
華
な
商
業
地
帯
で
あ
り
、
短
冊
形
の
地

所
が
並
ぶ
地
籍
図
を
見
て
も
、
果
た
し
て
こ
の
場
所
に
独
立
し
た
邸

宅
が
存
在
し
て
い
た
か
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
街
中
に
「
銃
楼
」
が
必

要
で
あ
っ
た
か
は
、
や
は
り
疑
問
で
あ
る
。「
銃
楼
」
の
存
在
や
独

立
し
た
城
郭
風
の
敷
地
を
持
つ
点
で
は
「
廠
仔
」
の
方
が
条
件
に
合

う
た
め
、
こ
の
場
所
で
の
複
数
の
見
聞
を
取
り
入
れ
た
可
能
性
も
否

定
で
き
な
い
。

今
回
は
概
略
に
と
ど
め
る
が
、こ
の「
北
勢
街
の
沈
家
」お
よ
び「
廠

仔
」
の
二
説
に
つ
い
て
は
今
後
も
調
査
を
続
け
、
い
ず
れ
そ
の
成
果

を
中
文
の
翻
訳
で
地
元
台
南
に
還
元
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
と
考
え

て
い
る
。（

二
〇
一
六
、八
、二
、
台
北
中
央
研
究
院
學
人
宿
舎
に
て
）

附
記　

本
稿
の
調
査
中
、「
酔
仙
閣
」
経
営
者
高
氏
の
子
孫
で
、

二
〇
一
五
年
、台
南
市
内
に
洋
菓
子
店「
醉
仙
閣
」を
開
店
し
た
菓
匠
・

呉
坤
霖
さ
ん
と
交
流
を
持
つ
こ
と
が
で
き
、
貴
重
な
写
真
を
ご
提
供

い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
台
南
市
内
の
現
地
調
査
、
お
よ
び
各
種

土
地
資
料
謄
本
の
取
得
で
は
、
今
回
も
安
平
出
身
の
蔡
維
鋼
さ
ん
に

多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
謹
ん
で
謝
意
を
捧
げ
ま
す
。

な
お
、
本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費26770086

の
助
成
を
受

け
た
も
の
で
す
。

注（
１
） 

拙
稿
「
消
え
な
い
足
あ
と
を
求
め
て
―
台
南
酔
仙
閣
の
佐
藤
春
夫
」

（『
實
踐
國
文
學
』
二
〇
一
一・一
〇
）、「
佐
藤
春
夫
「
女
誡
扇
綺
譚
」

と
港
の
記
憶
―
再
説
・
禿
頭
港
と
酔
仙
閣
―
」（『
実
践
女
子
大
学

文
芸
資
料
研
究
所
年
報
』
二
〇
一
三
・
三
）、「
佐
藤
春
夫
の
台
湾

滞
在
に
関
す
る
新
事
実
―
台
南
酔
仙
閣
と
台
北
音
楽
会
の
こ
と
」
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（『
實
踐
國
文
學
』
二
〇
一
四
・
三
）。

（
２
） 『
臺
南
新
報
』（
一
九
二
二・一・一
、三
二
面
）。

（
３
） 『
臺
南
新
報
』（
一
九
二
三
・一・一
、三
三
面
）。

（
４
） 

高
瀬
末
吉
編
『
大
日
本
商
工
録
』
昭
和
五
年
版
（
一
九
三
○
・
七
、

大
日
本
商
工
會
）。

（
５
） 

高
橋
正
信
編
『
日
本
紳
士
録
』
第
二
七
版
（
一
九
二
二・一
二
、
交

詢
社
）。

（
６
） 山
川
岩
吉
編
『
臺
南
市
改
正
町
名
地
番
便
覽
』（
一
九
一
九
・一
二
、

臺
灣
經
世
新
報
社
）。

（
７
） 註
１
前
二
編
、
お
よ
び
辻
本
雄
一
監
修
・
河
野
龍
也
編
著
『
佐
藤

春
夫
読
本
』（
二
〇
一
五
・一
〇
、
勉
誠
出
版
）。

（
８
） 連
雅
堂（
連
橫
）『
臺
灣
通
史
』下
册（
一
九
二
一・
四
、臺
灣
通
史
社
）。

（
９
） 臨
時
臺
灣
舊
慣
調
査
會『
臺
灣
糖
業
舊
慣
一
斑
』（
一
九
〇
九
・一
一
、

臨
時
臺
灣
舊
慣
調
查
會
）。

（
10
） 林
文
月
著
『
青
山
青
史
―
連
雅
堂
傳
』（
二
〇
一
〇
・
八
、
有
鹿
文

化
）。

（
11
） 劍
花
（
連
橫
）「
沈
少
鶴
傳
」（『
漢
文
臺
灣
日
日
新
報
』
一
九
一
一・ 

三
・一
〇
、一
面
）。

（
こ
う
の　

た
つ
や
・
実
践
女
子
大
学
准
教
授
）
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臺
南
市
中
西
區
宮
後
街
（
北
側
）
日
治
時
期
商
店
變
遷
表

―
外
宮
後
街
・
永
樂
町
三
丁
目
―

2016.5　
河

野
龍

也
調

査
・

作
成

2016.7　
增

補
改

訂

現
在

門
牌

 
（

宮
後

街
）

日
治

時
期

住
址

 
（

註
１

）
屋

號
（

業
種

）
文

獻
年

代
 

（
註

２
）

經
營

者
備

　
考

（
◎

は
文

獻
に

地
番

記
載

あ
り

。
★

は
記

事
等

か
ら

推
定

。）
現

在
地

籍
 

（
臺

南
市

五
條

港
段

）
A

古
名

上
段

：
明

治
期

商
店

B
舊

名
中

段
：

大
正

期
商

店
C

新
名

下
段

：
昭

和
期

商
店

西
門

路
二

段
 

277
～

291

A
外

宮
後

街
1

番
戸

（
阿

片
〔

1900b〕）
〔

1911a〕
*

吳
磐

石
◎

*1900
年

契
約

書
の

引
用

261､
262、

266、
267、

269
～

273
B

庚
1255

（
麥

粉
砂

糖
商

）
〔

1919a〕
曾

騰
輝

C
西

門
町

3
丁

目
35

和
記

（
海

産
）

〔
1927〕

陳
祖

銘
◎

「
親

和
商

行
」

1930
年

6
月

歿
〔

1930〕

宮
後

街
1

A
外

宮
後

街
2

番
戸

永
瑞

泰
（

綢
緞

布
莊

）
〔

1907〕
高

翼
★

258、
265

部
分

、
268

部
分

、
263、

260
B

庚
1256

永
瑞

泰
（

呉
服

）
〔

1916b〕
高

嘉
◎

C
西

門
町

3
丁

目
34

宮
後

街
2

A
外

宮
後

街
3

番
戸

257、
264、

259、
265

部
分

、
268

部
分

B
庚

1257
金

同
成

（
雜

貨
）

〔
1916b〕

邱
天

賜
◎

「
臺

南
市

本
町

四
ノ

一
七

四
」〔

1934〕
C

西
門

町
3

丁
目

33

宮
後

街
3

A
外

宮
後

街
4

番
戸

256
B

庚
1258

C
西

門
町

3
丁

目
32

福
泰

隆
（

靴
）

（
金

融
）

〔
1927〕

陳
羅

氏
銀

河
 

羅
取

◎
 

◎

宮
後

街
4

A
外

宮
後

街
5

番
戸

255
B

庚
1259

和
記

（
海

産
）

〔
1916b〕

陳
壇

◎
陳

壇
〔

1921b〕
C

西
門

町
3

丁
目

31
吉

祥
商

店
（

雜
貨

）
〔

1927〕
邱

再
吉

◎

宮
後

街
5

A
外

宮
後

街
6

番
戸

254
B

庚
1260

C
西

門
町

3
丁

目
30

和
源

（
海

産
）

〔
1934〕

林
能

波
◎

宮
後

街
6

A
外

宮
後

街
7

番
戸

253
B

庚
1261

波
方

組
本

店
（

雜
貨

）
〔

1912〕
波

方
義

夫
◎

1915
年

臺
南

恐
慌

中
破

綻
〔

1919e〕
C

西
門

町
3

丁
目

29
新

復
成

（
呉

服
）

〔
1934〕

侯
調

◎

【
附

表
】
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宮
後

街
7

A
外

宮
後

街
8

番
戸

252
B

庚
1262

波
方

組
（

雜
貨

）
〔

1916b〕
波

方
清

◎
C

西
門

町
3

丁
目

28

宮
後

街
8

A
外

宮
後

街
9

番
戸

251
B

庚
1263

C
西

門
町

3
丁

目
27

宮
後

街
9

A
外

宮
後

街
10

番
戸

250
B

庚
1264

裕
益

（
銅

線
・

絲
針

・
什

貨
）〔

1912〕
許

必
◎

許
添

財
〔

1916b〕
C

永
樂

町
3

丁
目

1
裕

益
（

金
物

・
雜

貨
）

〔
1927〕

許
添

才
外

3
名

◎
許

天
鳳

（
雑

貨
商

）〔
1922b〕

宮
後

街
10

A
外

宮
後

街
11

番
戸

249
B

庚
1265

波
方

組
（

雜
貨

）
〔

1916a〕
波

方
仲

太
郎

◎
1915

年
臺

南
恐

慌
中

破
綻

〔
1919e〕

C
永

樂
町

3
丁

目
2

炳
記

（
小

間
物

）
〔

1927〕
李

海
栓

◎

宮
後

街
11

A
外

宮
後

街
12

番
戸

248
B

庚
1266

（
金

物
）

〔
1922b〕

高
啓

祥
◎

C
永

樂
町

3
丁

目
3

瑞
昌

隆
益

記
（

塗
料

）
〔

1927〕
黃

壬
發

◎

宮
後

街
12

A
外

宮
後

街
13

番
戸

第
三

十
四

銀
行

支
店

〔
1899〕

◎
1908

年
6

月
内

宮
後

街
に

轉
出

〔
1908b〕

247
B

庚
1267

富
永

商
會

支
店

（
綿

布
）

〔
1912〕

近
藤

壽
三

郎
◎

1908
年

「
元

三
十

四
銀

行
跡

に
移

轉
」〔

1919e〕。
富

永
新

吉
（

綿
布

）〔
1922b〕

C
永

樂
町

3
丁

目
4

（
貸

家
業

）
〔

1927〕
富

永
新

一
◎

宮
後

街
13

A
外

宮
後

街
14

番
戸

246
B

庚
1268

今
中

愛
世

堂
（

齒
科

材
料

）
〔

1919d〕
今

中
和

一
郎

〔
1919c〕

◎
1911

年
開

業
〔

1919e〕

C
永

樂
町

3
丁

目
5

宮
後

街
14

A
外

宮
後

街
15

番
戸

245
B

庚
1269

芳
園

（
産

物
茶

油
）

〔
1919d〕

◎
黄

爾
園

（
食

料
品

）〔
1922b〕

C
永

樂
町

3
丁

目
6

今
中

愛
世

堂
（

醫
療

機
械

）
〔

1927〕
今

中
和

一
郎

◎

宮
後

街
15

A
外

宮
後

街
16

番
戸

242、
243

B
庚

1270
（

金
物

）
〔

1921a〕
許

池
丰

◎
醫

師
。

1913
年

總
督

府
医

學
校

卒
〔

1926〕
C

永
樂

町
3

丁
目

7

宮
後

街
16

A
外

宮
後

街
17

番
戸

勝
發

（
砂

糖
）

〔
1907〕

王
麗

生
★

「
向

王
麗

生
租

出
該

街
勝

發
號

故
址

…
取

名
西

薈
芳

」〔
1913a〕

241
B

庚
1271

西
薈

芳
（

料
理

）
〔

1919d〕
唐

學
如

〔
1919c〕

◎
1913.12

開
業

〔
1913b〕。「

在
醉

仙
樓

支
店

對
面

重
新

整
頓

。
將

改
築

三
層

樓
」

〔
1913a〕

→
「

對
面

」
に

疑
問

あ
り

。「
唐

學
如

（
割

烹
業

）」〔
1922b〕

C
永

樂
町

3
丁

目
8

西
薈

芳
（

料
理

）
〔

1927〕
唐

學
如

◎
1930

年
3

月
ま

で
に

改
築

・
移

轉
命

令
〔

1929〕。
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宮
後

街
17

A
外

宮
後

街
18

番
戸

榮
記

〔
1911b〕

*
陳

細
宜

◎
*1892

年
契

約
書

の
引

用

240
B

庚
1272

陳
世

儀
（

砂
糖

） 
山

本
洋

行
（

綿
布

）
〔

1912〕 
〔

1919d〕

陳
世

儀
 

山
本

菊
造

〔
1919c〕

◎
 

◎
山

本
正

三
洋

行
。

1914.3
開

業
〔

1919e〕。
山

本
菊

造
（

正
三

洋
行

絹
布

雜
貨

）
〔

1922b〕
C

永
樂

町
3

丁
目

9

宮
後

街
18

A
外

宮
後

街
19

番
戸

永
茂

（
海

産
）

〔
1912〕

張
步

青
◎

239
B

庚
1273

永
茂

商
行

（
海

産
）

〔
1919c〕

張
江

攀
◎

「
永

樂
町

三
丁

目
十

番
地

」〔
1921a〕

C
永

樂
町

3
丁

目
10

新
惠

通
（

金
物

）
〔

1927〕
孫

清
◎

宮
後

街
19

A
外

宮
後

街
20

番
戸

泰
興

隆
（

什
貨

） 
泰

興
隆

（
雜

貨
）

〔
1907〕 

〔
1911c〕

黃
碧

山
 

盧
培

桑

◎
廣

東
商

。「
外

宮
口

街
二

十
番

戸
西

洋
雜

貨
商

泰
興

隆
」〔

1908c〕 
★

1918
年

10
月

、
盧

培
桑

（
＝

阿
申

〔
1911c〕

阿
辛

〔
1909〕

阿
新

〔
1918a〕）

が
「

負
債

而
逃

」〔
1918a〕、

破
綻

238
B

庚
1274

醉
仙

樓
支

店
（

料
理

）：
2

樓
 

醉
仙

閣
（

臺
灣

料
理

）
〔

1913c〕 
〔

1922a〕
唐

大
漢

 
高

得

★
「

租
出

隔
鄰

太
興

隆
樓

上
兩

進
…

門
面

亦
將

改
張

西
洋

式
」〔

1913c〕。「
太

興
隆

」
は

誤
？

 
★

「
宮

後
街

20」
備

考
參

照

C
永

樂
町

3
丁

目
11

醉
仙

閣
（

臺
灣

料
理

） 
存

養
堂

（
醫

院
）

〔
1927〕 

〔
1934〕

高
金

溪
 

嚴
錫

昌

★
「

宮
後

街
20」

備
考

參
照

 
◎

「
五

年
三

月
ヨ

リ
現

住
所

ニ
内

科
耳

鼻
科

醫
院

ヲ
開

業
」〔

1934〕
→

醉
仙

閣
移

轉
と

同
時

宮
後

街
20

A
外

宮
後

街
21

番
戸

松
美

（
葯

種
）  

松
美

（
葯

種
〔

1907〕） 
坐

花
樓

（
料

理
）

？

〔
1907〕 

〔
1908d〕 

〔
1913a〕

譚
兆

榮
 

譚
鏡

秋

★
 

◎
「

臺
南

市
庚

第
千

二
百

七
十

五
番

地
貿

易
商

松
美

號
」〔

1908d〕 
★

「
竹

仔
街

醉
仙

樓
…

此
次

又
買

收
外

宮
後

坐
花

樓
。

改
營

支
店

」〔
1913a〕 

た
だ

し
「

坐
花

樓
」

は
1905

年
以

前
よ

り
外

宮
後

街
に

存
在

〔
1905〕。

經
營

者
の

死
後

（
李

蓉
年

〔
1906〕

李
楊

包
〔

1908a〕
共

に
急

逝
)、「

松
美

號
」

跡
に

移
轉

？
237、

214、
216、

217、
219、

221、
223､

224、
226、

228
B

庚
1275

醉
仙

樓
支

店
（

料
理

）  
（

割
烹

業
） 

醉
仙

閣
（

料
理

）

〔
1919c〕 

〔
1922b〕 

〔
1922a〕

唐
大

漢
 

蕭
福

金
 

高
得

★
1913

年
支

店
開

業
（

本
店

竹
仔

街
）〔

1913a〕。
1918

年
冬

唐
大

漢
病

歿
、

賣
却

〔
1918b〕  

◎
住

所
一

致
よ

り
。

轉
賣

中
の

經
營

者
か

。
寶

美
樓

「
蕭

宗
琳

」
の

一
族

？
 

◎
高

氏
「

醉
仙

閣
」

は
1921

年
創

業
と

稱
す

〔
1930b〕。

た
だ

し
屋

號
「

醉
仙

閣
」

は
1919

年
9

月
〔

1919b〕、
1920

年
11

月
〔

1920〕
当

時
か

ら
見

え
る

。「
醉

仙
樓

支
店

」
＝

「
醉

仙
閣

」
の

根
據

は
電

話
番

號
の

一
致

〔
1919c〕〔

1923〕。
地

番
の

最
古

資
料

は
1922

年
1

月
〔

1922a〕

C
永

樂
町

3
丁

目
12

醉
仙

閣
（

臺
灣

料
理

）
〔

1927〕
高

金
溪

◎
1930

年
3

月
ま

で
に

改
築

・
移

轉
命

令
〔

1929〕。
1930

年
明

治
町

、
1932

年
西

門
町

に
移

轉

國
華

街
三

段
 

130
～

152

A
外

宮
後

街
22

番
戸

235、
236、

213、
227、

215、
218、

220、
222、

225、
231、

233

B
庚

1276
捷

豐
（

海
産

・
雜

貨
）

〔
1919c〕

施
福

疇
★

C
永

樂
町

3
丁

目
13

捷
豐

（
海

産
・

石
油

）
〔

1927〕
施

福
疇

◎
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國
華

街
三

段
 

道
路

A
外

宮
後

街
23

番
戸

存
養

堂
（

藥
種

）
〔

1900a〕
吳

道
源

◎
「

外
宮

後
街

二
十

三
番

戸
藥

種
商

吳
道

源
」〔

1900a〕
229、

234、 
230、

232、
203

B
庚

1277
存

養
堂

（
藥

種
） 

存
養

堂
（

藥
種

）
〔

1912〕 
〔

1919c〕
吳

道
源

 
吳

道
源

◎
 

★
C

永
樂

町
3

丁
目

14
存

養
堂

（
藥

種
）

〔
1927〕

張
池

◎
張

地
（

医
師

）〔
1922b〕。

蕭
有

源
（

海
産

物
商

）〔
1922b〕

國
華

街
三

段
 

道
路

A
外

宮
後

街
24

番
戸

212,201
B

庚
1278

存
養

堂
（

藥
種

）
〔

1912〕
吳

道
源

◎
C

永
樂

町
3

丁
目

15
存

養
堂

（
藥

種
）

〔
1927〕

張
池

◎

永
樂

市
場

A
1144、

1145、 
202

B
庚

1279
水

仙
宮

廟
〔

1919d〕
◎

C
永

樂
町

3
丁

目
16

註
１

　
日

治
時

期
住

址
A

（
戸

番
呼

稱
は

1907
頃

迄
）

は
「

13
番

戸
」「

23
番

戸
」

の
文

獻
と

周
邊

情
報

か
ら

推
定

。
B（

1906
頃

～
1919.3、

古
街

名
併

用
）

と
C（

1919.4
實

施
）

の
對

應
は

〔
1919d〕

に
よ

り
確

定
。

註
２

　
文

獻
〔

1899〕 
『

府
報

』（
1899.10.8

臺
灣

総
督

府
）

〔
1900a〕 『

臺
灣

日
日

新
報

』
1900.3.27（

5
面

）
〔

1900b〕 中
神

長
文

『
臺

南
事

情
』（

1900.12
小

出
書

店
）

〔
1905〕 

『
臺

灣
日

日
新

報
』

1905.8.12（
5

面
）

〔
1906〕 

『
臺

灣
日

日
新

報
』

1906.8.1（
5

面
）

〔
1907〕 

『
南

部
臺

灣
紳

士
錄

』（
1907.2

臺
南

新
報

社
）

〔
1908a〕 『

臺
灣

日
日

新
報

』
1908.5.5（

4
面

）
〔

1908b〕 『
臺

灣
日

日
新

報
』

1908.6.28（
4

面
）

〔
1908c〕 『

臺
灣

日
日

新
報

』
1908.8.10（

5
面

）
〔

1908d〕 『
臺

灣
日

日
新

報
』

1908.8.14（
5

面
）

〔
1909〕 

『
臺

灣
日

日
新

報
』

1909.12.11（
4

面
）

〔
1911a〕 

 臨
時

臺
灣

舊
慣

調
查

會
『

臺
灣

私
法

附
錄

參
考

書
』

第
1

卷
中

（
1911.2臨

時
臺

灣
舊

慣
調
查

會
）

〔
1911b〕  臨

時
臺

灣
舊

慣
調
查

會
『

臺
灣

私
法

附
錄

參
考

書
』

第
1

卷
下

（
1911.3臨

時
臺

灣
舊

慣
調
查

會
）

〔
1911c〕 『

臺
灣

日
日

新
報

』
1911.7.3（

3
面

）
〔

1912〕 
 岩

崎
潔

治
『

臺
灣

實
業

家
名

鑑
』（

1912.6
臺

灣
雜

誌
社

）

〔
1913a〕 『

臺
灣

日
日

新
報

』
1913.7.17（

6
面

）
〔

1913b〕 『
臺

灣
日

日
新

報
』

1913.12.14（
6

面
）

〔
1913c〕 『

臺
灣

日
日

新
報

』
1913.12.30（

4
面

）
〔

1916a〕 
大

園
市

藏
『

臺
灣

人
物

誌
』（

1916.5
谷

澤
書

店
）

〔
1916b〕  石

川
彦

太『
日

本
紳

士
錄

』第
11

版（
1916.12

交
詢

社
）

〔
1918a〕 『

臺
灣

日
日

新
報

』
1918.11.6（

6
面

）
〔

1918b〕 『
臺

灣
日

日
新

報
』

1918.12.6（
6

面
）

〔
1919a〕 

高
橋

正
信

『
日

本
紳

士
錄

』
第

23
版

（
1919.3

交
詢

社
）

〔
1919b〕 『

臺
灣

日
日

新
報

』
1919.9.17（

6
面

）
〔

1919c〕 
 鈴

木
常

良
『

臺
灣

商
工

便
覽

』
第

2
版

（
1919.11

臺
灣

新
聞

社
）

*〔
1919c〕

は
新

町
名

施
行

時
の

「
永

樂
町

三
丁

目
」

を
発

令
時

の
「

一
丁

目
」

で
表

示
。

番
地

記
載

な
し

〔
1919d〕  山

川
岩

吉
『

臺
南

市
改

正
町

名
地

番
便

覽
』（

1919.12
臺

灣
經

世
新

報
社

南
部

支
局

）
〔

1919e〕 
杉

野
嘉

助
『

臺
灣

商
工

十
年

史
』（

1919.12
杉

野
嘉

助
）

〔
1920〕 

『
臺

灣
日

日
新

報
』

1920.11.28（
4

面
）

〔
1921a〕 

連
雅

堂
『

人
文

薈
萃

』（
1921.7

遠
藤

寫
眞

館
）

〔
1921b〕 高

橋
正

信『
日

本
紳

士
錄

』第
26

版（
1921.12

交
詢

社
）

〔
1922a〕 『

臺
南

新
報

』
1922.1.1（

32
面

）
〔

1922b〕 高
橋

正
信『

日
本

紳
士

錄
』第

27
版（

1922.12
交

詢
社

）
〔

1923〕 
『

臺
南

新
報

』
1923.1.1（

33
面

）
〔

1926〕 
 醫

事
時

論
社

『
日

本
醫

籍
錄

』
第

2
版

（
1926.12

醫
事

時
論

社
）

〔
1927〕 

栗
田

政
治

『
臺

灣
商

工
名

錄
』（

1927.8
臺

灣
物

產
協

會
）

〔
1929〕 

『
臺

灣
日

日
新

報
』

1929.9.11（
7

面
）

〔
1930〕 

『
臺

灣
日

日
新

報
』

1930.6.4（
5

面
）

〔
1930b〕  高

瀬
末

吉
『

大
日

本
商

工
錄

』
昭

和
5

年
版

（
1930.7

大
日

本
商

工
會

）
〔

1934〕 
『

臺
灣

實
業

名
鑑

』（
1934.9

臺
灣

新
聞

社
）
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